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解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
河
岐
五
〇
〇
番
地
四

Ｔ
Ｓ
Ｚ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

土
屋
由
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
高
山
市
松
之
木
町
三
一
〇
番
地
五

合
同
会
社
Ｄ
ｅ
ｋ
ｏ
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ

代
表
清
算
人

古
市

直
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

静
岡
県
富
士
宮
市
淀
川
町
三
四
番
四
号

株
式
会
社
橘
商
事

代
表
清
算
人

橘

正
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
四
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

愛
知
県
豊
田
市
百
々
町
八
丁
目
三
二
番
地
五
一

合
同
会
社
Ｎ
ａ
ｒ
ｕ

代
表
清
算
人

堀

成
海

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
五

三
三

二

Ｌ
ａ
Ｄ
ｏ
ｕ
ｃ
ｅ
ｕ
ｒ
今
池
六
一
〇

合
同
会
社
Ｍ
ｅ
ｉ
ｃ
ｏ
ｎ

代
表
清
算
人

寺
崎

充
来

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

愛
知
県
知
多
郡
武
豊
町
字
長
尾
山
七
六
番
地

有
限
会
社
武
豊
メ
ガ
ネ

清
算
人

榊
原
顕
太
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
野
田
二
丁
目
二
五
七
番

地
カ
ー
ザ
ア
メ
イ
シ
ア
一
〇
一
号株

式
会
社
ミ
ラ
イ

代
表
清
算
人

梅
村

禎
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

三
重
県
松
阪
市
曽
原
町
一
一
八
二

オ
ー
グ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

増
岡

久
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

京
都
府
長
岡
京
市
天
神
四
丁
目
一
五
番
一
五
号

株
式
会
社
ハ
レ
ッ
ク

代
表
清
算
人

田
中

晴
彦

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

京
都
市
北
区
西
賀
茂
北
山
ノ
森
町
八
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
西
賀
茂
プ
レ
イ
セ
ン

タ
ー
Ｆ
Ｋ
Ｃ

清
算
人

杉
本

亮
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
市
城
東
区
関
目
五
丁
目
一
九
番
九
号
関
目
花

博
公
館
四
一
一
Ｂ

波
波
株
式
会
社

代
表
清
算
人

葉

志
斌

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
府
東
大
阪
市
西
堤
本
通
西
一

六

二
〇

有
限
会
社
森
川
技
研

清
算
人

森
川

元

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
府
八
尾
市
久
宝
寺
六
丁
目
六
番
一
五
号

有
限
会
社
い
ぬ
い
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

清
算
人

乾

良
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
市
港
区
弁
天
三
丁
目
一
〇
番
二
〇
号
一

株
式
会
社
Ｔ
Ｇ
Ｃ

代
表
清
算
人

丁

月
華

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
市
東
成
区
中
本
三

八

二
一

五
〇
三

彩
虹
文
化
伝
媒
株
式
会
社

代
表
清
算
人

孔

維
奇

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

大
阪
市
東
淀
川
区
下
新
庄
一

七

一
三

三
〇
三

亜
太
研
究
株
式
会
社

代
表
清
算
人

孔

維
奇
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